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 河内長野市（市長：島田智明）は、新型コロナウイルス感染症予防対策の観点から、妊産婦を対

象にタクシー利用助成券を配布します。 

 

【経過】 

  新型コロナウイルスの感染拡大が長引き、緊急事態宣言がくり返し発令される状況の中で、妊

産婦健診や、子どもの予防接種、健康診査のために、妊産婦は感染への不安を抱えて外出を行っ

ています。   

  そのため、河内長野市では、妊産婦の不安を軽減し、安心して外出できるよう、タクシー利用

助成券を配布します。 

 

【配布対象者】 

 本市に住民登録があり、①または②の条件に該当する人 

① 令和 2年 4月 1日～令和 4年 3月 31日までに妊娠の届出をした妊婦（約 900人） 

② 令和 3年 4月 1日時点で生後 1年未満の子を養育する産婦（約 500人） 

 

【配布内容】 

 タクシー初乗り運賃相当額（６８０円）の利用助成券を 1人につき 10枚配布 

 ※1回の乗車につき、1枚のみ利用可能 

 

【配布日時・配布方法】 

 対象①または②に該当し、すでに妊娠届出をされた人は 6月末頃に郵送 

 6月中旬以降に妊娠届出をされた人は、届出時に配布 

 

 

問い合わせ：河内長野市 市民保健部 健康推進課  TEL:0721-55-0301 

河内長野市 報道提供資料 
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